
◆ 経 営 者 様 か ら 総 務・法 務 担 当 者 の 皆 様 に お 聞 き 頂 き た い セ ミ ナ ー の ご 案 内 で す ◆  
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フリガナ                                              

事業所名                                    
     フリガナ                 フリガナ               ＊２名様まででお願いいたします 

お名前                          ，              参加人数     名様 
      〒 

ご住所 
 

電話番号                 FAX 
 

E-MAIL              ＠ 

[ 定期セミナー等のご案内（メルマガ登録）について，今後の案内を希望しない□ ］ 

お問い合わせ先／主催：新潟第一法律事務所  担当：渡辺･猪股  
TEL:0120-15-4640 FAX:025-280-1552 URL:www.n-daiichi-law.gr.jp 

昨年，不正競争防止法の一部改正が成立し，当事務所においても営業秘密の侵害や防止策についてのご相談

をいただくくことが多くなりました。 

そこで，不正競争防止法に詳しい当事務所の海津諭弁護士が，自社の営業秘密（顧客名簿，仕入れ先リスト，

製法・製造ノウハウ，実験データ等）を守るための管理体制は具体的にどうすべきか，秘密が流用した場合に

は法的にどう対応すれば良いかということなどを、豊富な実例とともに解説いたします。 

転職者や退職者が特に多いこの時期に，貴社の企業利益を守るために必聴の内容となっております。 

参加ご希望の方は，本用紙に所定事項をご記入の上，FAX にて 3／14（月）までにお申し込みください（先

着 20 名様限定）。なお参加費は，当日，会場にて申し受けます。 

 
セ ミ ナ ー お 申 込 書  FA X : 0 2 5 - 2 8 0 - 1 5 5 2  ※3/14 までにお申し込みください 

 

新潟県弁護士会所属  

講師  

弁護士      

海津 諭 

新潟県弁護士会所属  

日 時▶3 月 15 日（火）15:00-16:30 

00 会 場▶技術士センタービル I 8 階 A 会議室 
新潟市中央区新光町 10番地 2 

 

参加費▶4,000 円＊顧問先の皆様は 2,000 円（すべて税込） 

対 象▶ 

講 師▶弁護士 海津 諭 

                       

     

企業秘密を守るために  

入退職手続の際に行うべきこと  
～不正競争防止法の概要と限界を知り，対応策を知るために ～  

20 名様限定 
弁護士法人 新潟第一法律事務所 主催 

第 6８ 回 ・ 定 期 セ ミ ナ ー の ご 案 内  

 

  これから転退職する社員に，当社の顧客名簿を使われないか心配！  

  当社の技術をよく知る社員が，ライバル会社に転職した。  

  このままで良いのか不安…。営業秘密を守る体制を整えたい！  

  もしも，営業秘密が流用されたらどうすべきか対応策を知りたい！  

ひとつでも当てはまる方は是非ご参加ください ! !  
 

海津諭弁護士（新潟県弁護士会所属） 

新潟県燕市(旧分水町)出身。 

京都大学法科大学院修了。 

２００８年弁護士登録。 

講

師

紹

介 
総務・法務担当者の皆様にオススメです！ 

 

経営者様 


